
 1

水道用水供給事業体の水平統合後の財政措置（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県 国 
 

地方交付税 

用水供給（５） 

 

 

 

 

 

 

 

地方交付税 

末端水道（５） 

 

一般会計 

用供への繰出 （１５）

 

〔実質負担（１０）〕

広域化した末端水道事業体 

受水料金引き下げ相当分（５） 

市町村から（２５） 

  

県営化した水道用水供給事業体

県から （１０） 
        （５）（高料金対策） 

市町村 

 

末端への繰出 （２５）

〔実質負担（２０）〕

受水料金引き下げ 

国 

 
 
 
 
 
 
 
地方交付税 
用水供給（５） 
 
末端水道（５） 

水道用水供給事業体 
 

 市町村から（１０） 

末端水道事業体 

県 から（１０） 

市町村から（２０） 

県 
 
市町村水道総合 
対策事業補助金（１０）

〔実質負担（１０）〕

市町村 

用供への繰出 （１０）

末端への繰出 （２０）

〔実質負担（２０）〕

資料６

【現 行】 

【統合後（～５年目）】 

１） （ ）内は、それぞれの支出額を示す仮の数値です。 

２） 地方交付税は基準内繰出の１／２と仮定しています。 

３） 県と市町村は、統合後も、それぞれ現行と同等の実質負担を目処に財政措置を講ずることとします。 
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 県 

【統合後（６年目～）】 

国 
 

地方交付税 

用水供給（５） 

 

 

 

 

 

 

 
 

地方交付税 

末端水道（５） 

 

一般会計 

用供への繰出 （１５－α）

 

〔実質負担（１０－α）〕

広域化した末端水道事業体 

受水料金引き下げ相当分（５）

市町村から（２５－β） 

              (β) 

県営化した水道用水供給事業体

県から （１０） 
       （５－α）  

       （α） 

市町村 

 

末端への繰出 （２５－β）

〔実質負担（２０－β）〕

受水料金引き下げ 

４） αは水道用水供給事業体、βは末端水道事業体の統合によるコスト縮減額を示しています。 

統合による 
コスト縮減 

(高料金対策） 

統合による 
コスト縮減 


